
住
宅
金
融
公
庫
法
及
び
住
宅
融
資
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
住
宅
金
融
公
庫
法
の
一
部
改
正
）

第
一
条

住
宅
金
融
公
庫
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
中
「
資
金
で
」
を
「
資
金
に
つ
い
て
」
に
、
「
を
融
通
す
る
こ
と
」
を
「
を
自
ら
融
通
し
、
又
は
銀
行
そ

の
他
一
般
の
金
融
機
関
に
よ
る
融
通
を
支
援
す
る
た
め
の
貸
付
債
権
の
譲
受
け
若
し
く
は
貸
付
債
権
を
担
保
と
す
る
債
券
等

に
係
る
債
務
の
保
証
を
行
う
こ
と
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
の
外
」
を
「
の
ほ
か
」
に
、
「
基
き
」
を
「
基
づ
き
」
に

改
め
、
「
昭
和
三
十
年
法
律
第
六
十
三
号
」
の
下
に
「
。
以
下
「
保
険
法
」
と
い
う
。
」
を
加
え
、
「
貸
付
」
を
「
貸
付
け

」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
の
外
」
を
「
の
ほ
か
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
三
項
後
段
中
「
住
宅
融
資
保
険
法
（
以
下
「
保
険
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
保
険
の
」
を
「
第
二
十
六
条
の
三

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
債
権
譲
受
け
の
業
務
、
同
号
に
掲
げ
る
債
務
保
証
特
定

保
険
の
業
務
又
は
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
保
険
の
業
務
に
関
し
て
設
け
ら
れ
た
」
に
、
「
そ
の
金
額
」
を
「
そ
れ
ぞ
れ
の
金

額
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
第
十
二
項
第
四
号
中
「
貸
付
金
」
の
下
に
「
（
譲
り
受
け
た
貸
付
債
権
又
は
保
険
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す



る
特
定
保
険
関
係
（
以
下
単
に
「
特
定
保
険
関
係
」
と
い
う
。
）
が
成
立
し
た
貸
付
け
に
つ
い
て
商
法
（
明
治
三
十
二
年
法

律
第
四
十
八
号
）
第
六
百
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
取
得
し
た
貸
付
債
権
に
係
る
も
の
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、

同
項
を
同
条
第
十
三
項
と
し
、
同
条
第
九
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
条
第
八
項
の
次
に
次
の
一
項

を
加
え
る
。

９

公
庫
は
、
第
一
条
第
一
項
に
掲
げ
る
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
住
宅
の
建
設
又
は
既
存
住
宅
の
購
入
に
必
要
な
資
金
（

当
該
住
宅
の
建
設
又
は
既
存
住
宅
の
購
入
に
付
随
し
て
新
た
に
土
地
又
は
借
地
権
の
取
得
を
必
要
と
す
る
と
き
は
、
当
該

土
地
又
は
借
地
権
の
取
得
に
必
要
な
資
金
を
含
む
。
）
の
貸
付
け
に
係
る
主
務
省
令
で
定
め
る
金
融
機
関
の
貸
付
債
権
に

つ
い
て
、
次
の
業
務
を
行
う
。

一

当
該
貸
付
債
権
の
譲
受
け
（
以
下
「
債
権
譲
受
け
」
と
い
う
。
）

二

当
該
貸
付
債
権
（
保
険
法
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
債
務
保
証
特
定
保
険
関
係
（
以
下
単
に
「
債
務
保
証
特
定
保

険
関
係
」
と
い
う
。
）
が
成
立
し
た
貸
付
け
に
係
る
も
の
に
限
り
、
そ
の
信
託
の
受
益
権
を
含
む
。
）
を
担
保
と
す
る

債
券
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
主
務
省
令
で
定
め
る
有
価
証
券
に
係
る
債
務
の
保
証
（
以
下
「
債
務
保
証
」
と
い
う
。
）

第
十
八
条
中
「
第
十
項
及
び
第
十
一
項
」
を
「
第
十
一
項
及
び
第
十
二
項
」
に
、
「
若
し
く
は
第
十
項
」
を
「
若
し
く
は



第
十
一
項
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
の
二
中
「
第
十
項
及
び
第
十
一
項
」
を
「
第
十
一
項
及
び
第
十
二
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
第
五
項
中
「
第
十
七
条
第
十
項
又
は
第
十
一
項
」
を
「
第
十
七
条
第
十
一
項
又
は
第
十
二
項
」
に
、
「
同
条
第

十
項
第
一
号
」
を
「
同
条
第
十
一
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
、
第
十
項
又
は
第
十
一
項
」
を
「
、
第
十
一
項
又
は
第
十
二
項
」
に
改
め
、
同
項
の
表
八
の
項

中
「
第
十
七
条
第
十
項
又
は
第
十
一
項
」
を
「
第
十
七
条
第
十
一
項
又
は
第
十
二
項
」
に
、
「
同
条
第
十
項
第
一
号
」
を
「

同
条
第
十
一
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
十
項
若
し
く
は
第
十
一
項
」
を
「
第
十
一
項
若
し
く
は
第
十
二
項

」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
中
「
第
十
項
」
を
「
第
十
一
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
の
四
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
第
十
項
」
を
「
第
十
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
第
四
号
中
「
第
十
項
若
し

く
は
第
十
一
項
」
を
「
第
十
一
項
若
し
く
は
第
十
二
項
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
第
十
七
条
第
十
項
又
は
第
十
一
項
」

を
「
第
十
七
条
第
十
一
項
又
は
第
十
二
項
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
及
び
第
八
号
中
「
第
十
項
若
し
く
は
第
十
一
項
」
を
「

第
十
一
項
若
し
く
は
第
十
二
項
」
に
改
め
る
。



第
二
十
一
条
の
五
中
「
第
十
七
条
第
十
項
又
は
第
十
一
項
」
を
「
第
十
七
条
第
十
一
項
又
は
第
十
二
項
」
に
、
「
同
条
第

十
項
第
一
号
」
を
「
同
条
第
十
一
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
の
二
中
「
第
十
項
又
は
第
十
一
項
」
を
「
第
十
一
項
又
は
第
十
二
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
の
三
第
一
項
第
二
号
中
「
第
十
七
条
第
十
項
又
は
第
十
一
項
」
を
「
第
十
七
条
第
十
一
項
又
は
第
十
二
項
」

に
、
「
同
条
第
十
項
第
一
号
」
を
「
同
条
第
十
一
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
の
四
第
二
項
中
「
元
利
金
」
を
「
そ
の
貸
付
け
に
係
る
元
利
金
」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
第
一
項
中
「
、
第
三
号
」
を
「
、
第
四
号
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
ホ
中
「
第
十
項
及
び
第
十
一
項
」
を
「

第
十
一
項
及
び
第
十
二
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
二
号
イ
中
「
保
険
法
第
五
条
に
規
定
す
る
」
及

び
「
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）
」
を
削
り
、
同
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加

え
る
。

二

主
務
省
令
で
定
め
る
金
融
機
関
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
法
人

次
に
掲
げ
る
業
務

イ

譲
り
受
け
た
貸
付
債
権
に
係
る
元
利
金
の
回
収
そ
の
他
回
収
に
関
す
る
業
務

ロ

イ
に
規
定
す
る
元
利
金
の
回
収
に
関
連
し
て
取
得
し
た
動
産
、
不
動
産
又
は
所
有
権
以
外
の
財
産
権
の
管
理
及
び



処
分

第
二
十
三
条
第
八
項
中
「
第
六
項
ま
で
」
を
「
第
七
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
第
七
項
中
「

に
対
し
、
」
の
下
に
「
第
十
七
条
第
九
項
に
規
定
す
る
業
務
、
同
条
第
十
三
項
第
四
号
（
譲
り
受
け
た
貸
付
債
権
又
は
特
定

保
険
関
係
が
成
立
し
た
貸
付
け
に
つ
い
て
商
法
第
六
百
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
取
得
し
た
貸
付
債
権
に
係
る
貸

付
金
の
回
収
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
規
定
す
る
業
務
及
び
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
六
項
中
「

第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
四
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
五
項
の
次
に
次

の
一
項
を
加
え
る
。

６

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
は
、
他
の
法
律
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
公
庫
が
同
項
の
規
定
に
よ
り
委
託
し
た
業
務
を
受

託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
四
条
第
二
項
中
「
並
び
に
第
十
七
条
第
十
二
項
各
号
」
を
「
、
第
十
七
条
第
九
項
に
規
定
す
る
貸
付
債
権
に
係
る

住
宅
の
規
模
及
び
規
格
に
関
す
る
基
準
そ
の
他
同
項
に
規
定
す
る
業
務
の
処
理
に
関
す
る
準
則
並
び
に
第
十
七
条
第
十
三
項

各
号
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



公
庫
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
特
別
勘
定
を
設
け
て
経
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

勤
労
者
財
産
形
成
促
進
法
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
労
者
又
は
同
項
に
規
定
す
る
公
務
員
に
対
す
る
同
項
本
文

の
規
定
に
よ
る
貸
付
け
（
以
下
「
財
形
住
宅
貸
付
け
」
と
い
う
。
）
の
業
務

二

債
権
譲
受
け
の
業
務
、
債
務
保
証
の
業
務
及
び
保
険
法
に
よ
る
債
務
保
証
特
定
保
険
（
債
務
保
証
特
定
保
険
関
係
に

係
る
保
険
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
業
務

三

保
険
法
に
よ
る
保
険
の
業
務
（
債
務
保
証
特
定
保
険
の
業
務
を
除
く
。
）

第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
」
を
「
前
項
」
に
、
「
こ
れ
を
」
を
「
主
務
省
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
取
り
く
ず
し
て
」

を
「
取
り
崩
し
て
」
に
、
「
う
め
ら
れ
な
い
」
を
「
埋
め
ら
れ
な
い
」
に
、
「
繰
越
」
を
「
繰
越
し
」
に
改
め
、
同
項
を
同

条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
う
め
る
」
を
「
埋
め
る
」
に
、
「
第
三
項
」
を
「
第
二
項
」
に
、
「
取
り
く
ず
し
て
」

を
「
取
り
崩
し
て
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
項
の
特
別
勘
定
の
経
理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
主
務
省
令
で
定
め
る
。

第
二
十
六
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。



（
基
金
）

第
二
十
六
条
の
三

公
庫
は
、
債
権
譲
受
け
の
業
務
、
債
務
保
証
特
定
保
険
の
業
務
及
び
前
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
保

険
の
業
務
に
関
し
て
そ
れ
ぞ
れ
基
金
を
設
け
、
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
政
府
が
そ
れ
ぞ
れ
当
該
基
金
に
充
て
る
べ

き
も
の
と
し
て
示
し
た
金
額
に
相
当
す
る
金
額
と
次
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
当
該
基
金
に
組
み
入
れ
ら

れ
た
金
額
と
の
合
計
額
を
も
つ
て
こ
れ
に
充
て
る
も
の
と
す
る
。

２

公
庫
は
、
前
項
の
基
金
の
そ
れ
ぞ
れ
に
充
て
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
主
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、

資
本
金
（
既
に
同
項
の
そ
れ
ぞ
れ
の
基
金
に
充
て
る
べ
き
も
の
と
し
て
示
さ
れ
、
又
は
組
み
入
れ
ら
れ
た
も
の
を
除
く
。

）
の
一
部
を
そ
れ
ぞ
れ
の
基
金
に
組
み
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

公
庫
は
、
債
権
譲
受
け
の
業
務
又
は
債
務
保
証
特
定
保
険
の
業
務
に
係
る
基
金
に
充
て
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
、
主
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
前
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
保
険
の
業
務
に
係
る
基
金
の
一
部
を
減
額
し
、

こ
れ
に
相
当
す
る
額
を
債
権
譲
受
け
の
業
務
又
は
債
務
保
証
特
定
保
険
の
業
務
に
係
る
基
金
に
組
み
入
れ
る
こ
と
が
で
き

る
。

第
二
十
七
条
第
三
項
中
「
前
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
」
に
改
め
、
「
の
損
益
」
の
下
に
「
（
同
条
第



二
項
の
規
定
に
よ
り
積
立
金
を
積
み
立
て
た
と
き
は
、
当
該
積
立
金
と
し
て
積
み
立
て
た
額
）
」
を
加
え
る
。

第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
中
「
第
五
項
及
び
第
六
項
」
を
「
第
六
項
及
び
第
七
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
に
次
の
た
だ

し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
資
金
の
不
足
の
た
め
償
還
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
償
還
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
金
額
に
限
り

、
主
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
こ
れ
を
借
り
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
七
条
の
二
第
八
項
中
「
第
五
項
」
を
「
第
六
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
第
五
項
か
ら
第
七

項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
条
第
四
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
借
り
換
え
た
短
期
借
入
金
は
、
一
年
以
内
に
償
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
七
条
の
三
第
三
項
中
「
前
条
第
五
項
」
を
「
前
条
第
六
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
第
一
号
中
「
第
十
項
又
は
第

十
一
項
」
を
「
第
十
一
項
又
は
第
十
二
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
の
五
中
「
貸
付
債
権
」
の
下
に
「
（
譲
り
受
け
た
貸
付
債
権
を
含
む
。
第
二
十
七
条
の
七
第
一
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。

第
二
十
七
条
の
六
第
一
項
中
「
を
除
く
。
）
」
の
下
に
「
又
は
債
権
譲
受
け
」
を
加
え
、
「
そ
の
貸
付
債
権
」
を
「
そ
れ



ぞ
れ
当
該
貸
付
け
又
は
債
権
譲
受
け
に
係
る
貸
付
債
権
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
の
七
第
二
項
中
「
金
融
機
関
」
の
下
に
「
又
は
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
金
融
機
関
そ

の
他
政
令
で
定
め
る
法
人
」
を
、
「
業
務
（
」
の
下
に
「
公
庫
の
貸
付
け
に
係
る
貸
付
債
権
に
関
す
る
業
務
に
あ
つ
て
は
、

」
を
加
え
、
「
第
六
項
ま
で
」
を
「
第
七
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

公
庫
は
、
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
に
対
し
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
受
託
し
た
同
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
（
譲
り
受

け
た
貸
付
債
権
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
二
十
三
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定

は
、
こ
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
三
十
二
条
第
一
項
中
「
第
二
十
三
条
第
七
項
若
し
く
は
第
八
項
」
を
「
第
二
十
三
条
第
八
項
若
し
く
は
第
九
項
」
に
改

め
る
。

第
三
十
二
条
の
二
第
一
項
中
「
第
二
十
三
条
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
二
十
三
条
第
一
項
第
四
号
」
に
、
「
同
条
第
八
項

」
を
「
同
条
第
九
項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
五
条
第
四
項
中
「
第
十
項
又
は
第
十
一
項
」
を
「
第
十
一
項
又
は
第
十
二
項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
五
条
の
二
第
三
項
中
「
第
十
七
条
第
十
項
又
は
第
十
一
項
」
を
「
第
十
七
条
第
十
一
項
又
は
第
十
二
項
」
に
改
め



る
。第

三
十
六
条
中
「
第
十
七
条
第
十
二
項
第
二
号
」
を
「
第
十
七
条
第
十
三
項
第
二
号
」
に
、
「
行
な
う
」
を
「
行
う
」
に

改
め
る
。

第
四
十
条
か
ら
第
四
十
三
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
の
適
用
除
外
）

第
四
十
条

公
庫
が
貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
三
十
二
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る

貸
金
業
者
か
ら
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
債
権
譲
受
け
を
行
う
場
合
に
は
、
同
法
第
二
十
四
条
の
規
定
は
、
適

用
し
な
い
。

第
四
十
一
条
か
ら
第
四
十
三
条
ま
で

削
除

第
四
十
七
条
中
「
第
二
十
三
条
第
八
項
」
を
「
第
二
十
三
条
第
九
項
」
に
、
「
同
条
第
八
項
」
を
「
同
条
第
九
項
」
に
改

め
る
。

第
四
十
八
条
中
「
第
二
十
三
条
第
七
項
若
し
く
は
第
八
項
」
を
「
第
二
十
三
条
第
八
項
若
し
く
は
第
九
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
七
項
第
二
号
中
「
第
十
七
条
第
十
項
又
は
第
十
一
項
」
を
「
第
十
七
条
第
十
一
項
又
は
第
十
二
項
」
に
、
「
同
条



第
十
項
第
一
号
」
を
「
同
条
第
十
一
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
一
項
中
「
第
六
項
ま
で
」
を
「
第
七
項
ま
で
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
二
項
中
「
同
条
第
八
項
」
を
「
同
条
第
九
項
」
に
改
め
る
。

（
住
宅
融
資
保
険
法
の
一
部
改
正
）

第
二
条

住
宅
融
資
保
険
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

公
庫
が
貸
付
債
権
（
そ
の
信
託
の
受
益
権
を
含
む
。
）
を
担
保
と
し
て
発
行
さ
れ
る
債
券
そ
の
他
住
宅
金
融
公
庫
法
（

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
十
七
条
第
九
項
第
二
号
に
規
定
す
る
有
価
証
券
に
つ
い
て
同
号
の
規
定
に
よ
り

債
務
の
保
証
を
行
う
こ
と
を
予
定
し
て
前
項
の
規
定
に
よ
り
承
認
し
た
と
き
は
、
当
該
承
認
を
し
た
貸
付
け
に
係
る
保
険

関
係
（
以
下
「
債
務
保
証
特
定
保
険
関
係
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
貸
付
金
の
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
貸

付
金
（
利
息
そ
の
他
の
附
帯
の
債
権
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
額
」
と
す
る
。

第
九
条
第
一
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
債
務
保
証
特
定
保
険
関
係
に
基
づ
く
保
険
金
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。



附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
独
立
行
政
法
人
の
設
立
等
）

第
三
条

政
府
は
、
特
殊
法
人
等
改
革
基
本
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
五
十
八
号
）
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
殊
法
人
等

整
理
合
理
化
計
画
に
基
づ
き
、
住
宅
金
融
公
庫
（
以
下
「
公
庫
」
と
い
う
。
）
の
貸
付
け
を
段
階
的
に
縮
小
さ
せ
る
と
と
も

に
、
平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
別
に
法
律
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
公
庫
を
廃
止
し
、
公
庫
か
ら
そ
の
権
利

及
び
義
務
を
承
継
す
る
独
立
行
政
法
人
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定

す
る
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
）
を
設
立
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該

独
立
行
政
法
人
に
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
住
宅
金
融
公
庫
法
第
十
七
条
第
九
項
に
規
定
す
る
業
務
に
相
当
す

る
一
般
の
金
融
機
関
の
住
宅
資
金
の
貸
付
け
を
支
援
す
る
業
務
の
ほ
か
、
公
庫
が
行
う
同
項
に
規
定
す
る
業
務
の
実
施
状
況



、
一
般
の
金
融
機
関
の
住
宅
資
金
の
貸
付
け
の
状
況
等
を
勘
案
し
、
必
要
な
業
務
を
行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。

（
郵
便
貯
金
法
の
一
部
改
正
）

第
四
条

郵
便
貯
金
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
十
条
中
「
第
十
項
若
し
く
は
第
十
一
項
」
を
「
第
十
一
項
若
し
く
は
第
十
二
項
」
に
改
め
る
。

（
地
方
税
法
の
一
部
改
正
）

第
五
条

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
十
三
条
の
七
第
十
一
号
中
「
第
十
七
条
第
十
二
項
第
三
号
」
を
「
第
十
七
条
第
十
三
項
第
三
号
」
に
改
め
る
。

（
公
庫
の
予
算
及
び
決
算
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
六
条

公
庫
の
予
算
及
び
決
算
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
三
項
中
「
債
務
保
証
料
（
」
及
び
「
弁
済
金
（
」
の
下
に
「
住
宅
金
融
公
庫
及
び
」
を
加
え
る
。

（
産
業
労
働
者
住
宅
資
金
融
通
法
の
一
部
改
正
）

第
七
条

産
業
労
働
者
住
宅
資
金
融
通
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
第
三
項
中
「
第
十
項
若
し
く
は
第
十
一
項
」
を
「
第
十
一
項
若
し
く
は
第
十
二
項
」
に
改
め
る
。



第
十
条
第
二
項
中
「
第
六
項
ま
で
」
を
「
第
七
項
ま
で
」
に
改
め
る
。

（
北
海
道
防
寒
住
宅
建
設
等
促
進
法
の
一
部
改
正
）

第
八
条

北
海
道
防
寒
住
宅
建
設
等
促
進
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
六
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
の
二
第
五
項
中
「
第
十
七
条
第
十
項
」
を
「
第
十
七
条
第
十
一
項
」
に
改
め
る
。

（
勤
労
者
財
産
形
成
促
進
法
の
一
部
改
正
）

第
九
条

勤
労
者
財
産
形
成
促
進
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
九
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
中
「
第
五
項
又
は
第
六
項
」
を
「
第
六
項
又
は
第
七
項
」
に
改
め
る
。

（
沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
法
の
一
部
改
正
）

第
十
条

沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
九
条
第
六
項
中
「
第
十
項
又
は
第
十
一
項
」
を
「
第
十
一
項
又
は
第
十
二
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
行
な
う
」
を
「
行
う
」
に
、
「
保
険
の
業
務
」
を
「
業
務
、
同
条
第
十
項
に
規
定
す
る
保
険
の

業
務
若
し
く
は
同
条
第
十
三
項
第
四
号
（
譲
り
受
け
た
貸
付
債
権
又
は
住
宅
融
資
保
険
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
六
十
三
号

）
第
五
条
に
規
定
す
る
特
定
保
険
関
係
が
成
立
し
た
貸
付
け
に
つ
い
て
商
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
六
百



六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
取
得
し
た
貸
付
債
権
に
係
る
貸
付
金
の
回
収
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
規
定
す
る
業

務
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
第
八
項
中
「
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）
」
を
削
る
。

（
阪
神
・
淡
路
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
及
び
助
成
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

阪
神
・
淡
路
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
及
び
助
成
に
関
す
る
法
律
（
平
成
七
年
法
律
第
十
六

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
十
七
条
第
七
項
中
「
第
十
一
項
」
を
「
第
十
二
項
」
に
、
「
第
二
十
三
条
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
二
十
三
条
第
一

項
第
四
号
」
に
、
「
第
十
七
条
第
十
二
項
各
号
」
を
「
第
十
七
条
第
十
三
項
各
号
」
に
改
め
、
同
条
第
九
項
中
「
第
十
七
条

第
十
一
項
」
を
「
第
十
七
条
第
十
二
項
」
に
、
「
第
十
項
前
段
」
を
「
第
十
一
項
前
段
」
に
改
め
る
。

（
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条

高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

四
十
四
条
第
三
項
中
「
第
十
一
項
」
を
「
第
十
二
項
」
に
、
「
第
十
項
」
を
「
第
十
一
項
」
に
改
め
る
。



（
独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
法
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条

独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
七
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
十
一
条
の
う
ち
、
住
宅
金
融
公
庫
法
第
二
十
三
条
第
八
項
の
改
正
規
定
中
「
第
二
十
三
条
第
八
項
」
を
「
第
二
十

三
条
第
九
項
」
に
改
め
、
同
法
附
則
第
十
二
項
の
次
に
二
項
を
加
え
る
改
正
規
定
中
「
第
六
項
ま
で
」
を
「
第
七
項
ま
で
」

に
、
「
同
条
第
八
項
」
を
「
同
条
第
九
項
」
に
改
め
る
。

（
国
土
交
通
省
設
置
法
の
一
部
改
正
）

第
十
四
条

国
土
交
通
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
六
十
八
号
中
「
資
金
の
融
通
」
の
下
に
「
、
貸
付
債
権
の
譲
受
け
、
債
務
の
保
証
」
を
加
え
る
。



理

由

特
殊
法
人
等
改
革
基
本
法
に
基
づ
く
特
殊
法
人
等
整
理
合
理
化
計
画
を
実
施
す
る
た
め
、
住
宅
金
融
公
庫
が
一
般
の
金
融
機

関
に
よ
る
住
宅
資
金
の
貸
付
け
を
支
援
す
る
た
め
の
貸
付
債
権
の
譲
受
け
又
は
貸
付
債
権
を
担
保
と
す
る
債
券
等
に
係
る
債
務

の
保
証
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
等
の
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。


